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（教職調整手当と給料の調整額を含む

※ 給料月額は、平成18年４月１日付けの給料の切替に伴う経過措置は考慮しません。

～勧奨退職者の退職時給料月額の特例～

３つの要件を全て満たした場合、次の特例給料月額を退職時の給料月額とします。

・勤続期間が25年以上あること

・定年年齢から10年を減じた年齢以上であること

・定年退職日から１年前までに退職すること

特例給料月額

＝退職時の給料月額×{1＋(2%×定年年齢と退職日の年齢との差に相当する年数

※ 参考例は、６ページの《例５》のとおり。

（＝新条例等退職手当額）

退職手当額＝基本額（退職時の給料月額×支給率）＋調整額

１ 退職手当

適用範囲

退職手当は、福島県職員の退職手当に関する条例又は福島県市町村立学校職員の給与等

に関する条例に基づき、県費負担の常勤職員で勤続期間（職員としての引き続いた在職期

間）が６月以上（死亡、傷病退職の場合は１日以上）ある方が退職したとき、本人（死亡

の場合は遺族）に対し県から支給されます。

ただし、退職後引き続いて国や他の地方公共団体の職員になり勤続期間が通算される場

合などには原則として支給されません。（該当する場合は、直ちに、遅くとも退職日より前ま

でに福利課まで御連絡ください。）

また、再任用職員として勤続後退職したときは、その再任用期間の退職手当は支給され

ません。

退職手当の計算

退職手当額＝基本額（退職時の給料月額×支給率）＋退職手当の調整額

（＝新条例等退職手当額）

ア 退職時の給料月額 とは

退職手当額の計算に用いる給料月額は、退職時点で発令されている給料表上の給料

月
額です。（教職調整額と給料の調整額を含む））

※ 給料月額は、平成 年４月１日及び平成 年４月１日付けの給料切替に伴う経過

措置は考慮しません。
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～勧奨退職者の退職時給料月額の特例～

３つの要件を全て満たした場合、次の特例給料月額を退職時の給料月額とします。

・勤続期間が25年以上あること

・定年年齢から10年を減じた年齢以上であること

・定年退職日から１年前までに退職すること

特例給料月額
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Ⅰ 退職手当等の概要
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在職

イ 支給率とは 

支給率は、退職事由と勤続期間によって決まります。（３ページの（表１）参照）

○ 勤続期間の計算は、「職員として引き続いた在職期間」で、在職期間の計算は「月」単位で行い、

「職員となった日」の属する月から「退職した日」の属する月までの年月数です。（１日でも在職し

ていれば１月として計算します。）また、計算した在職期間に１年未満の端数がある場合には、

その端数は切り捨てます。ただし、在職期間が６月以上１年未満の場合に限り、これを１年と

します。例外として、退職事由が死亡等によるときは６月未満でも、これを１年とします。

《例１》

・・
３
・ 通算期間 年 月の場合、勤続期間は 年

５ ４
・11月・ 年 月 ※ 常勤講師等から引き続いて教諭等に採用

された場合も通算されます。
１ １

講師 教 諭

● 休職等で勤務しなかった期間がある場合、在職期間から除算します。

ただし、現実に職務に従事した日がある月は除きます。

ｱ

ａ

ｂ

ｲ

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｳ

ａ

に相当する期間を除算する場合

育児休業の期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日までの期間に限る）

育児短時間勤務

に相当する期間を除算する場合

地方公務員法第 条第２項の規定による休職期間（公務上の場合を除く）

地方公務員法第 条の規定による停職期間（懲戒処分による停職）

教育公務員特例法第 条第１項の規定による大学院修学休業の期間

育児休業の期間（上記 ｱ ａを除いた期間）

を在職期間から除算する場合

職員団体の専従休職の期間（昭和 年 月 日以降の地方公務員法第 条の２の

規定による休職期間）

ｂ 自己啓発等休業の期間

ｃ 配偶者同行休業の期間（平成 年７月４日施行）

《例２》

・・
２
・

３
・ 全在職期間： 年 月

休 職 期 間：２年２月（上記 ｲ ａの休職）

勤 続 期 間： 年

（ 年 月－ ２年２月×１／２ ＝ 年 月）

・
休職期間 ４

２年２月

● 国又は他の地方公共団体の職員から、「引き続いて」本県職員になった場合は在職期間は通算

されます。ただし、東京都等のように通算規定のない地方公共団体の在職期間は通算されません。

《例３》

Ａ Ｂ 勤続期間＝Ａ＋Ｂ
※Ａの期間で退職手当が支給されているとき

は通算されません。国 福島県

— ２ —

   

全期間

２分の１

３分の１

  

 

３
・

５
・
１

９
・

・

３
・

― 2 ―



 

— ３ — 

 

（表１）退職手当支給区分・支給割合（整理退職・公務傷病・公務死亡・公署移転は省略）

※１　改正前：平成18年３月31日以前　※２　改正後：平成18年４月１日以降

定年　勧奨

任期満了　通勤傷病

公務外死亡

改正前(※１) 改正後(※２) 改正前(※１) 改正後(※２) 改正前(※１) 改正後(※２)

１ 0.502200 0.502200 １ 0.837000 0.837000 １ 0.837000 0.837000

２ 1.004400 1.004400 ２ 1.674000 1.674000 ２ 1.674000 1.674000

３ 1.506600 1.506600 ３ 2.511000 2.511000 ３ 2.511000 2.511000

４ 2.008800 2.008800 ４ 3.348000 3.348000 ４ 3.348000 3.348000

５ 2.511000 2.511000 ５ 4.185000 4.185000 ５ 4.185000 4.185000

６ 3.766500 3.013200 ６ 5.022000 5.022000 ６ 5.022000 5.022000

７ 4.394250 3.515400 ７ 5.859000 5.859000 ７ 5.859000 5.859000

８ 5.022000 4.017600 ８ 6.696000 6.696000 ８ 6.696000 6.696000

９ 5.649750 4.519800 ９ 7.533000 7.533000 ９ 7.533000 7.533000

１０ 6.277500 5.022000 １０ 8.370000 8.370000 １０ 8.370000 8.370000

１１ 7.432560 7.432560 １１ 9.290700 11.613375 １１ 9.290700 9.290700

１２ 8.169120 8.169120 １２ 10.211400 12.764250 １２ 10.211400 10.211400

１３ 8.905680 8.905680 １３ 11.132100 13.915125 １３ 11.132100 11.132100

１４ 9.642240 9.642240 １４ 12.052800 15.066000 １４ 12.052800 12.052800

１５ 10.378800 10.378800 １５ 12.973500 16.216875 １５ 12.973500 12.973500

１６ 11.115360 12.881430 １６ 13.894200 17.890875 １６ 13.894200 14.312700

１７ 11.851920 14.086710 １７ 14.814900 19.564875 １７ 14.814900 15.651900

１８ 12.588480 15.291990 １８ 15.735600 21.238875 １８ 15.735600 16.991100

１９ 13.325040 16.497270 １９ 16.656300 22.912875 １９ 16.656300 18.330300

２０ 17.577000 19.669500 ２０ 21.971250 24.586875 ２０ 17.577000 19.669500

２１ 18.581400 21.343500 ２１ 23.226750 26.260875 ２１ 18.581400 21.343500

２２ 19.585800 23.017500 ２２ 24.482250 27.934875 ２２ 19.585800 23.017500

２３ 20.590200 24.691500 ２３ 25.737750 29.608875 ２３ 20.590200 24.691500

２４ 21.594600 26.365500 ２４ 26.993250 31.282875 ２４ 21.594600 26.365500

２５ 28.248750 28.039500 ２５ 33.898500 33.270750 ２５ 28.248750 28.039500

２６ 29.504250 29.378700 ２６ 35.405100 34.777350 ２６ 29.504250 29.378700

２７ 30.759750 30.717900 ２７ 36.911700 36.283950 ２７ 30.759750 30.717900

２８ 32.015250 32.057100 ２８ 38.418300 37.790550 ２８ 32.015250 32.057100

２９ 33.270750 33.396300 ２９ 39.924900 39.297150 ２９ 33.270750 33.396300

３０ 34.526250 34.735500 ３０ 41.431500 40.803750 ３０ 34.526250 34.735500

３１ 35.572500 35.739900 ３１ 42.687000 42.310350 ３１ 35.572500 35.739900

３２ 36.618750 36.744300 ３２ 43.942500 43.816950 ３２ 36.618750 36.744300

３３ 37.665000 37.748700 ３３ 45.198000 45.323550 ３３ 37.665000 37.748700

３４ 38.711250 38.753100 ３４ 46.453500 46.830150 ３４ 38.711250 38.753100

３５ 39.757500 39.757500 ３５ 47.709000 47.709000 ３５ 39.757500 39.757500

３６ 40.803750 40.761900 ３６ 47.709000 47.709000 ３６ 39.757500 40.761900

３７ 41.850000 41.766300 ３７ 47.709000 47.709000 ３７ 41.850000 41.766300

３８ 42.896250 42.770700 ３８ 47.709000 47.709000 ３８ 42.896250 42.770700

３９ 43.942500 43.775100 ３９ 47.709000 47.709000 ３９ 43.942500 43.775100

４０ 44.988750 44.779500 ４０ 47.709000 47.709000 ４０ 44.988750 44.779500

４１ 46.035000 45.783900 ４１ 47.709000 47.709000 ４１ 46.035000 45.783900

４２ 47.081250 46.788300 ４２ 47.709000 47.709000 ４２ 47.081250 46.788300

４３ 47.709000 47.709000 ４３ 47.709000 47.709000 ４３ 47.709000 47.709000

４４ 47.709000 47.709000 ４４ 47.709000 47.709000 ４４ 47.709000 47.709000

４５ 47.709000 47.709000 ４５ 47.709000 47.709000 ４５ 47.709000 47.709000

公務外傷病
勤
続
期
間

自己都合
勤
続
期
間

定年等
勤
続
期
間
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ウ 退職手当の調整額とは

平成８年４月１日以降の在職期間の各月に、５ページの『（表２）退職手当の調整額

適用表』における給料表ごとの職員の区分及び当該職員の適用区分に応じた調整月額を

あてはめ、その月額の高い方から 月分の合計額を「退職手当の調整額」として「基本額」

に加算します。

※ 勤続期間が９年以下の自己都合退職者については、調整額は加算されません。

※ 勤続期間が ～ 年以下の自己都合退職者又は勤続期間が４年以下の退職者（自己都

合退職者以外）については、調整額の半額が加算されます。

— ４ — 

 退職手当の調整額の計算例

職務段階別
加算割合

経 　験
年月数

区　分
職務段階別
加算割合

特　 別
調整額

区　分

10％ 37.11 6号 1 R3.3 20％ 3号

10％ 37.10 6号 2 R3.2 20％ 3号

10％ 37.09 6号 3 R3.1 20％ 3号

10％ 37.08 6号 4 R2.12 20％ 3号

10％ 37.00 6号 12 R2.4 20％ 3号

10％ 36.11 6号 13 R2.3 15％ 3種 4号

10％ 36.10 6号 14 R2.2 15％ 3種 4号

10％ 35.00 6号 36 H30.4 15％ 3種 4号

10％ 34.11 7号 37 H30.3 15％ 4種 4号

10％ 34.10 7号 38 H30.2 15％ 4種 4号

10％ 33.01 7号 59 H28.5 15％ 4種 4号

10％ 33.00 7号 60 H28.4 15％ 4種 4号

10％ 32.11 7号 61 H28.3 15％ 5種 5号

10％ 32.10 7号 62 H28.2 15％ 5種 5号

※　経験年数とは、「初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則」により定められた年月数
　のことであって、学歴又は前歴等を考慮して定められたものです。

○教諭の場合 ○校長の場合
　６号 36月×32,500円＝  1,170,000円 　３号 12月×59,550円＝  714,600円
　７号 24月×27,100円＝    650,400円 　４号 48月×54,150円＝2,599,200円
　合計 60月　 　　   ＝  1,820,400円 　合計 60月  　　    ＝3,313,800円

○教諭（大学４卒）の場合 月
　
数

年　月

○校長の場合

《例４》

前 以後

区分 調整月額 級 級 級 適用範囲 級 適用範囲 級 適用範囲 級 号　給 適用範囲 級 号　給 適用範囲 級 適用範囲

上記以外の者

職務段階加算
15％

上記以外の者

特2
経験年数26年
以上（大学４卒）

職務段階加算

10％かつ※経験
年数35年以上
（大学４卒）

特2 上記以外の者

職務段階加算

10％（
※
経験年数

26年以上35年未

満(大学４卒））

８号給以下 32号給以下

７号給以上 53号給以上

４号給以上 17号給以上
６号給以下 52号給以下

－

４号給以上 17号給以上

上記以外の者 ６号給以下 52号給以下

３号給以下 16号給以下

上記以外の者

13号給以下 56号給以下

※　経験年数は大学４卒を基準とし、短大２卒の場合は基準の経験年数に２年加え、また、高校卒の場合は基準の経験年数に４年加える。

第２号
区　分

第３号
区　分

以降前 以後

第１号
区　分

調整額

行政職
教育職給料表

研究職 医療職給
料表（二）

技能労務職給料表
給料表 給料表

第４号
区　分

職務段階加算
15％かつ特別調
整額14％以上
（３種又は４種）

特別
調整額
16％
（３種）

職務段階加算
20％

特別
調整額
20％
（２種）

第５号
区　分

上記以
外の者

上記以
外の者

14号給以上
上記以
外の者

57号給以上

第７号
区　分

第８号
区　分

職務段階加算5％

（※経験年数9年

以上26年未満(大

学４卒））

特別
調整額
12％
（５種）
以上

第６号
区　分

上記以
外の者

第９号
区　分

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

９号給以上 33号給以上

当該号
級の在
級期間
120月
超

職務段階加算5％

（※経験年数14年

以上(大学４卒）） 14号給以上 57号給以上

－ 当該号
給の在
級期間
120月
超

当該号
給の在
級期間
120月
超

（表２）退職手当の調整額適用表

— —
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※　経験年数とは、「初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則」により定められた年月数
　のことであって、学歴又は前歴等を考慮して定められたものです。

○教諭の場合 ○校長の場合
　６号 36月×32,500円＝  1,170,000円 　３号 12月×59,550円＝  714,600円
　７号 24月×27,100円＝    650,400円 　４号 48月×54,150円＝2,599,200円
　合計 60月　 　　   ＝  1,820,400円 　合計 60月  　　    ＝3,313,800円

○教諭（大学４卒）の場合 月
　
数

年　月

○校長の場合
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前 以後

区分 調整月額 級 級 級 適用範囲 級 適用範囲 級 適用範囲 級 号　給 適用範囲 級 号　給 適用範囲 級 適用範囲

上記以外の者

職務段階加算
15％

上記以外の者

特2
経験年数26年
以上（大学４卒）

職務段階加算

10％かつ※経験
年数35年以上
（大学４卒）

特2 上記以外の者

職務段階加算

10％（
※
経験年数

26年以上35年未

満(大学４卒））

８号給以下 32号給以下

７号給以上 53号給以上

４号給以上 17号給以上
６号給以下 52号給以下

－

４号給以上 17号給以上

上記以外の者 ６号給以下 52号給以下

３号給以下 16号給以下

上記以外の者

13号給以下 56号給以下

※　経験年数は大学４卒を基準とし、短大２卒の場合は基準の経験年数に２年加え、また、高校卒の場合は基準の経験年数に４年加える。

第２号
区　分

第３号
区　分

以降前 以後

第１号
区　分

調整額

行政職
教育職給料表

研究職 医療職給
料表（二）

技能労務職給料表
給料表 給料表

第４号
区　分

職務段階加算
15％かつ特別調
整額14％以上
（３種又は４種）

特別
調整額
16％
（３種）

職務段階加算
20％

特別
調整額
20％
（２種）

第５号
区　分

上記以
外の者

上記以
外の者

14号給以上
上記以
外の者

57号給以上

第７号
区　分

第８号
区　分

職務段階加算5％

（※経験年数9年

以上26年未満(大

学４卒））

特別
調整額
12％
（５種）
以上

第６号
区　分

上記以
外の者

第９号
区　分

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

上記以
外の者

９号給以上 33号給以上

当該号
級の在
級期間
120月
超

職務段階加算5％

（※経験年数14年

以上(大学４卒）） 14号給以上 57号給以上

－ 当該号
給の在
級期間
120月
超

当該号
給の在
級期間
120月
超

（表２）退職手当の調整額適用表

— —
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2７

施行日前日額を保障します。

旧制度で計算 新制度で計算

経過措置

施行日（平成 年４月１日）前日額の保障

１ページの で算定した退職手当額（新条例等退職手当額）が、仮に施行日の前日（平成

年３月 日）に同じ退職理由で退職したと仮定した場合の額（新制度施行日前日額）

より低くなる場合には、新制度施行日前日額を保障します。

＞ → 新制度施行日前日額を保障

（Ｈ 時点の給料月額） × （Ｈ までの期間に対応する支給率）

※ 育児休業期間の除算について

新条例等退職手当額の計算にあっては、子が１歳に達する日までの育児休業に係る期間は
１／３、当該期間以外は１／２に相当する期間を除算しますが、新制度施行日前日額の計算
にあっては、旧制度の方法で計算するため、１／２に相当する期間を除算します。

— ６ —

《例５》勧奨退職者の給料月額の特例（ 生 退職 退職時年齢 歳）

○ 新条例等退職手当額の場合

〔定年年齢と退職日（ ）の年齢との差 １年〕

・退職時の特例給料月額＝退職時の給料月額×｛１＋（２％×１）｝

○ 新制度施行日前日額の場合

〔定年年齢と退職日（ ）の年齢との差 年〕

・勧奨退職者の特例要件を満たしていないため、特例の適用はない。

育休休業期間
新制度 旧制度

１歳までの除算 １／３除算
１／２除算

上記以外の期間の除算 １／２除算

新制度施行日前日額新条例等退職手当額

＜イメージ＞

退職手当額

H18.3.31 H18.4.1 R3.3.31

← 施行日前 施行日後  →

施行日の前日に退職したものとして計算 現実の退職した日で計算

※ 支給率は３ページの改正前を適用

退 職 理 由：退職時の理由
勤続期間 ：施行日前日までの期間
給料月額 ：施行日前日の給料月額
支   給   率 ：旧制度の支給率

新条例等退職手当額新制度施行日前日額

旧制度の方法で計算

新
制
度

施
行
日
前
日
額

新
条
例
等

退
職
手
当
額

差額を保障

新制度の方法で計算

－ 7 － 

10％ － 97 ,500円 ）×102.1％ 101,589 1,970,000 

1,970,000 23,840,378 

23,840,378 

課税退職所得金額 税  率 控   除 額 
1,950,000 円以下 5 ％ － 

1,950,000 円超 3,300,000 円以下 10 ％ 97,500 円 
3,300,000 円超 6,950,000 円以下 20 ％ 427,500 円 
6,950,000 円超 9,000,000 円以下 23 ％ 636,000 円 
9,000,000 円超 18,000,000 円 以下 33 ％ 1,536,000 円 

18,000,000 円超 40 ％ 2,796,000 円 

退職手当金額が退職所得控除額に満たない場合は、徴収税額はありません。 

＜所得税の計算＞ 

《例６》（退職手当額 円、勤続年数 37年）の場合 

(4) 退職手当からの控除 

ア 所得税 ※（復興特別所得税も含む） 

退職手当は、その所得の特殊性から他の所得と区別して所得税が課税され、退職手当  

から源泉徴収されます。 

税額は、退職手当額から（表３）退職所得控除額を控除した残額の１／２に相当する 

課税退職所得金額に応じ、（表４）の税率を乗じて求めます。 

退職手当額が退職所得控除額に満たない場合は、徴収税額はありません。 

※平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得から所得税を源泉徴収す 

る際、復興特別所得税を併せて徴収します。なお、復興特別所得税は、源泉徴収すべき

所得税の2.1％相当額となります。 

《例６》所得税の計算 

所得税額 ＝（課税退職所得金額 × 

（1円未満の端数切り捨て） 

税率 － 控除額）×102.1％ 

退職手当額 22,788,994 円、勤続年数 37 年 の場合 

＝（ 1, 444, 000円 × 5％ ― 0円 ）  ×102. 1％ 

◎課税退職所得金額 

課税退職所得金額 ＝（退職手当額 － 退職所得控除額 ）×１／２ 

（1,000円未満の端数切り捨て） 

1, 444, 000円 ＝（ － 19,900,000円 ） ×１／２ 

（表３）退職所得控除額表（一般退職の場合） 

※  41年以上は１年につき70万円を加算します。 
※  所得税法上の勤続年数は１年未満の端数は切り上げます。 
また、専従休職期間を除いてその他の休職等期間は控除しません。 

（表４）所得税率・控除額対応表 

— ７ — 

課税退職所得金額 税  率 控  除  額 

1,950,000 円以下 5 ％ － 

1,950,000 円超 3,300,000 円以下 10 ％ 97,500 円 
3,300,000 円超 6,950,000 円以下 20 ％ 427,500 円 
6,950,000 円超 9,000,000 円以下 23 ％ 636,000 円 
9,000,000 円超 18,000,000 円以下 33 ％ 1,536,000 円 

18,000,000 円超 40,000,000 円以下 40 ％ 2,796,000 円 
40,000,000 円超 45 ％ 4,796,000 円 

 

  

 

 

        
  

 

 

 

  

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

10年以下省略 18 720 26 1,220 34 1,780 
11 440 19 760 27 1,290 35 1,850 
12 480 20 800 28 1,360 36 1,920 
13 520 21 870 29 1,430 37 1,990 
14 560 22 940 30 1,500 38 2,060 
15 600 23 1,010 31 1,570 39 2,130 
16 640 24 1,080 32 1,640 40 2,200 
17 680 25 1,150 33 1,710 41  

 

 

  
  

  

22,788,994円 

73，716円 
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2７

施行日前日額を保障します。

旧制度で計算 新制度で計算

経過措置

施行日（平成 年４月１日）前日額の保障

１ページの で算定した退職手当額（新条例等退職手当額）が、仮に施行日の前日（平成

年３月 日）に同じ退職理由で退職したと仮定した場合の額（新制度施行日前日額）

より低くなる場合には、新制度施行日前日額を保障します。

＞ → 新制度施行日前日額を保障

（Ｈ 時点の給料月額） × （Ｈ までの期間に対応する支給率）

※ 育児休業期間の除算について

新条例等退職手当額の計算にあっては、子が１歳に達する日までの育児休業に係る期間は
１／３、当該期間以外は１／２に相当する期間を除算しますが、新制度施行日前日額の計算
にあっては、旧制度の方法で計算するため、１／２に相当する期間を除算します。

— ６ —

《例５》勧奨退職者の給料月額の特例（ 生 退職 退職時年齢 歳）

○ 新条例等退職手当額の場合

〔定年年齢と退職日（ ）の年齢との差 １年〕

・退職時の特例給料月額＝退職時の給料月額×｛１＋（２％×１）｝

○ 新制度施行日前日額の場合

〔定年年齢と退職日（ ）の年齢との差 年〕

・勧奨退職者の特例要件を満たしていないため、特例の適用はない。

育休休業期間
新制度 旧制度

１歳までの除算 １／３除算
１／２除算

上記以外の期間の除算 １／２除算

新制度施行日前日額新条例等退職手当額

＜イメージ＞

退職手当額

H18.3.31 H18.4.1 R3.3.31

← 施行日前 施行日後  →

施行日の前日に退職したものとして計算 現実の退職した日で計算

※ 支給率は３ページの改正前を適用

退 職 理 由：退職時の理由
勤続期間 ：施行日前日までの期間
給料月額 ：施行日前日の給料月額
支   給   率 ：旧制度の支給率

新条例等退職手当額新制度施行日前日額

旧制度の方法で計算

新
制
度

施
行
日
前
日
額

新
条
例
等

退
職
手
当
額

差額を保障

新制度の方法で計算

－ 7 － 

10％ － 97 ,500円 ）×102.1％ 101,589 1,970,000 

1,970,000 23,840,378 

23,840,378 

課税退職所得金額 税  率 控   除 額 
1,950,000 円以下 5 ％ － 

1,950,000 円超 3,300,000 円以下 10 ％ 97,500 円 
3,300,000 円超 6,950,000 円以下 20 ％ 427,500 円 
6,950,000 円超 9,000,000 円以下 23 ％ 636,000 円 
9,000,000 円超 18,000,000 円 以下 33 ％ 1,536,000 円 

18,000,000 円超 40 ％ 2,796,000 円 

退職手当金額が退職所得控除額に満たない場合は、徴収税額はありません。 

＜所得税の計算＞ 

《例６》（退職手当額 円、勤続年数 37年）の場合 

(4) 退職手当からの控除 

ア 所得税 ※（復興特別所得税も含む） 

退職手当は、その所得の特殊性から他の所得と区別して所得税が課税され、退職手当  

から源泉徴収されます。 

税額は、退職手当額から（表３）退職所得控除額を控除した残額の１／２に相当する 

課税退職所得金額に応じ、（表４）の税率を乗じて求めます。 

退職手当額が退職所得控除額に満たない場合は、徴収税額はありません。 

※平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得から所得税を源泉徴収す 

る際、復興特別所得税を併せて徴収します。なお、復興特別所得税は、源泉徴収すべき

所得税の2.1％相当額となります。 

《例６》所得税の計算 

所得税額 ＝（課税退職所得金額 × 

（1円未満の端数切り捨て） 

税率 － 控除額）×102.1％ 

退職手当額 22,788,994 円、勤続年数 37 年 の場合 

＝（ 1, 444, 000円 × 5％ ― 0円 ）  ×102. 1％ 

◎課税退職所得金額 

課税退職所得金額 ＝（退職手当額 － 退職所得控除額 ）×１／２ 

（1,000円未満の端数切り捨て） 

1, 444, 000円 ＝（ － 19,900,000円 ） ×１／２ 

（表３）退職所得控除額表（一般退職の場合） 

※ 41年以上は１年につき70万円を加算します。 
※ 所得税法上の勤続年数は１年未満の端数は切り上げます。 
また、専従休職期間を除いてその他の休職等期間は控除しません。 

（表４）所得税率・控除額対応表 

— ７ — 

課税退職所得金額 税  率 控  除  額 

1,950,000 円以下 5 ％ － 

1,950,000 円超 3,300,000 円以下 10 ％ 97,500 円
3,300,000 円超 6,950,000 円以下 20 ％ 427,500 円 
6,950,000 円超 9,000,000 円以下 23 ％ 636,000 円 
9,000,000 円超 18,000,000 円以下 33 ％ 1,536,000 円 

18,000,000 円超 40,000,000 円以下 40 ％ 2,796,000 円 
40,000,000 円超 45 ％ 4,796,000 円 

 

  

 

 

        
  

 

 

 

  

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額
（万 円） 

勤
続
年
数 

退職所得
控 除 額 
（万 円） 

10年以下省略 18 720 26 1,220 34 1,780 
11 440 19 760 27 1,290 35 1,850 
12 480 20 800 28 1,360 36 1,920 
13 520 21 870 29 1,430 37 1,990 
14 560 22 940 30 1,500 38 2,060 
15 600 23 1,010 31 1,570 39 2,130 
16 640 24 1,080 32 1,640 40 2,200 
17 680 25 1,150 33 1,710 41  

 

 

  
  

  

22,788,994円 

73，716円 
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26

25 25 26 27 27

26 26 27 28

6

所得税と同様、課税対象となり、源泉徴収されます。

税額は、課税退職所得金額に各税率を乗じて求めます。

年度末退職者で住民税の特別徴税収額の残額がある場合に控除されます。

給与所得に係る住民税は、６月から翌年の５月までに12回に分けて給与から控除して

市町村に納入しますが、年度末に退職となる場合は、４月・５月の控除ができないた

め、退職手当から一括して控除されます。

住民税の納税

平成26年の住民税 （特別徴収）

平成27年の住民税 （普通徴収）

H 年６月～H27年３月は給与から控除します。

H27年４・５月は退職手当から控除します。

H27年６月からは納税通知書により納付します。

）平成27年の住民税は、在職中（平成26年）の給与所得に対して課税されますの

で、税額は現職の時と同程度の額になります。

住民税（市町村民税及び県民税）

26

25 25 26 27 27

26 26 27 28

6

住民税の納税

平成26年の住民税 （特別徴収）

平成27年の住民税 （普通徴収）

H 年６月～H27年３月は給与から控除します。

H27年４・５月は退職手当から控除します。

H27年６月からは納税通知書により納付します。

）平成27年の住民税は、在職中（平成26年）の給与所得に対して課税されますの

で、税額は現職の時と同程度の額になります。

イ 退職手当に対する住民税（市町村民税及び県民税）

退職手当は、所得税と同様、課税対象となり住民税も源泉徴収されます。

税額は、課税退職所得金額に各税率を乗じて求めます。

ウ 給与所得に対する住民税の特別徴収分の残額

１月１日から４月 日までに退職し、住民税の特別徴収税額の残額がある場合に

控除されます。

給与所得に係る住民税は、６月から翌年の５月までに 回に分けて給与から控

除されて市町村に納入されますが、年度末に退職となる場合は、４・５月分につい

ては給与からの控除ができないため、退職手当から一括して控除されます。

［ＭＥＭＯ］住民税の納税方法

（特別徴収）

２年６月 ～ ３年３月は各月の給与から控除されます。

３年４・５月分は退職手当から控除されます。

H31
・
1
・
1

R元
・
12
・
31

R２
・
6
・
1

R３
・
3
・
31

R３
・
5
・
31

給与から控除   退職手当から控除

（前年分所得） ↓ ↓

（課税）

３年６月からは各市町村から郵送される納税通知書により各自納付してください。

R３
・
6
・
1

R４
・
5
・
31

納入通知書で納付

（注

— ８ —

令和３年分の住民税は、在職中（令和２年）の給与所得等に対して課税されます

ので、税額は現職の時と同程度の額になります。

（前年分所得） ↓
（課税）

令和３年分の住民税 （普通徴収）

令和２年分の住民税

《例７》住民税の計算 ※課税退職所得金額は《例６》による

○市町村民税（税率６％）

市町村民税 ＝ 課税退職所得金額 × ６％

（ 円未満の端数切り捨て）

＝ × ６％

○県民税（税率４％）

県 民 税 ＝ 課税退職所得金額 × ４％

（ 円未満の端数切り捨て）

＝ × ４％円円

円円

R２
・
1
・
1

R２
・
12
・
31
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－ －

（提出期限：平成 年 月 日（金）を予定

共済組合、互助会の貸付金の償還（地方公務員共済組合及び福島県職員共助会を含む）

退職手当受給に関する提出書類

（片面印刷で奥書証明をしたもの）

育児休業を取得したことがある方（平成 年４月１日以降）は、当該育児休業期間に

係る子の生年月日を確認できる書類（戸籍謄本・住民票・母子手帳・健康保険証等の写

し）

（金融機関、口座番号及び口座名義確認のため）

退職手当は、諸控除額を差し引いて、「退職手当の受給申出書」で指定した預金口座に

振り込まれます。

口座振替予定日：平成 年４月中旬

退職手当支給額の計算例

エ 共済組合等からの貸付金の償還（地方公務員共済組合及び福島県職員共助会を含む）

退職時に貸付金の未償還元利金があるときは、退職手当から償還することになりま

すが、償還手続きは、すべて福利課で行います。

ア

イ

ウ

エ

退職手当の受給に関する提出書類（提出期限：令和３年 月８日（金）を予定））

退職手当の受給申出書

退職所得の受給に関する申告書（障害退職の場合、身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳の写しを添付）

履歴書（片面印刷で奥書証明を付したもの）

預金通帳の写し（金融機関、口座番号及び口座名義を確認するため）

オ 平成 年４月１日以降において育児休業を取得したことがある方は、当該育児休業

に係る子の生年月日を確認できる書類（戸籍謄本・住民票・母子手帳・健康保険証等の

写し）

カ 高齢者部分休業を取得したことがある方は、当該高齢者部分休業期間を確認できる書

類（当該高齢者部分休業期間に係る申請書・承認書・出勤簿等の写し）

その他

退職手当は、諸控除額を差し引いて、「退職手当の受給申出書」で指定した受領方法に

より支払われます。（口座振替を希望した場合は指定した口座に振り込まれます。）

支払予定日：令和３年４月中旬

退職手当額の計算例

《例６》の場合

１ 基本情報

・昭和36年10月１日生（退職時年齢59歳） ・勧奨退職日 ： 令和３年 3月31日

勤続期間２

昭和 年５月１日～昭和 年３月 日

昭和 年４月１日～令和３年３月 日

昭和 年９月 日～昭和 年 月４日

小学校講師

小学校教諭

（※退職金支給なし）

→在職期間 年 月

休 職 →休職期間 ２年２月

年 月－（２年２月×1/2）＝ 年 月（１年未満の端数切り捨て）

退職時の給料月額３

・小中学校教育職２級 号給 円（教職調整額を含む）

→ 特例給料月額 ＝ 円 ×｛１＋（２％×１年）｝＝

支給率４

退職事由＝勧奨 勤続年数＝ 年 ３ページの（表１）支給割合（改正後）から

— ９ —

円

年
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→ 円×｛１＋（２％× 年）｝＝ 円

円×36.801＝ 円

（円未満切り捨て）

９ 新条例等退職手当額と新制度施行日前日額の比較

新条例等退職手当額（ 円）＞新制度施行日前日額（ 円）

円

退職手当からの控除額（税法上、 年 月の勤続年数は 年に切り上げ）

・所得税 円

・市町村民税 円 計算式は７、８ページ

・県民税 円

・住民税の特別徴収分の残額 円

・共済組合貸付の未償還金 円

合 計 円

差引支給額

退職手当額－控除額＝ 円－ 円＝ 円

（円未満切り捨て）

（６ページ《例５》参照）

月

月

円×36.801＝

市町村民税

県民税

－ －

－ －

27

（円未満切り捨て）

・住民税の特別徴収分の残額 円

・共済組合貸付の未償還金 円

合 計 円

５ 退職手当の基本額

退職時の給料月額×支給率＝ 円× 4 ＝

６ 退職手当の調整額

・経験年数

・最終学歴

・６号区分

・７号区分

年 月（経験年数＝在職期間と仮定）

大学４年

月

月

32, 500円×24月＋27, 100円×36月＝

７ 新条例等退職手当額

（１円未満の端数切り捨て）退職手当の基本額＋退職手当の調整額

＝ 円＋ 円 ＝

８ 新制度施行日前日額（平成 年３月 日に退職したものとして計算）

・勤続年数 年→支給率 （３ページの（表１）の支給割合（改正前）から）

・年齢 歳

・給料月額

小中学校教育職２級 号給 円（教職調整額を含む）

452, 192円×23.22675＝

（１円未満の端数切り捨て）

９ 新条例等退職手当額と新制度施行日前日額の比較

新条例等退職手当額（22,788,994円）＞新制度施行日前日額（10,502,950円）

実際に支給される退職手当額

退職手当からの控除額（税法上、 年 月の勤続年数は 年に切り上げ）

・所得税

・退職所得に対する市町村民税

73,716円

86,600円

57,700円

計算式は７、８ページ

・ 〃 県民税

・給与所得に対する住民税

特別徴収分の残額

・共済組合貸付の未償還金

63, 000円

1, 205, 740円

合 計 円

差引支給額

退職手当額－控除額＝22,788,994円－1,486,756円＝ 円

— 10 —

円

円

円

円

円
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→ 円×｛１＋（２％× 年）｝＝ 円

円×36.801＝ 円

（円未満切り捨て）

９ 新条例等退職手当額と新制度施行日前日額の比較

新条例等退職手当額（ 円）＞新制度施行日前日額（ 円）

円

退職手当からの控除額（税法上、 年 月の勤続年数は 年に切り上げ）

・所得税 円

・市町村民税 円 計算式は７、８ページ

・県民税 円

・住民税の特別徴収分の残額 円

・共済組合貸付の未償還金 円

合 計 円

差引支給額

退職手当額－控除額＝ 円－ 円＝ 円

（円未満切り捨て）

（６ページ《例５》参照）

月

月

円×36.801＝

市町村民税

県民税

－ －

－ －

27

（円未満切り捨て）

・住民税の特別徴収分の残額 円

・共済組合貸付の未償還金 円

合 計 円

５ 退職手当の基本額

退職時の給料月額×支給率＝ 円× 4 ＝

６ 退職手当の調整額

・経験年数

・最終学歴

・６号区分

・７号区分

年 月（経験年数＝在職期間と仮定）

大学４年

月

月

32, 500円×24月＋27, 100円×36月＝

７ 新条例等退職手当額

（１円未満の端数切り捨て）退職手当の基本額＋退職手当の調整額

＝ 円＋ 円 ＝

８ 新制度施行日前日額（平成 年３月 日に退職したものとして計算）

・勤続年数 年→支給率 （３ページの（表１）の支給割合（改正前）から）

・年齢 歳

・給料月額

小中学校教育職２級 号給 円（教職調整額を含む）

452, 192円×23.22675＝

（１円未満の端数切り捨て）

９ 新条例等退職手当額と新制度施行日前日額の比較

新条例等退職手当額（22,788,994円）＞新制度施行日前日額（10,502,950円）

実際に支給される退職手当額

退職手当からの控除額（税法上、 年 月の勤続年数は 年に切り上げ）

・所得税

・退職所得に対する市町村民税

73,716円

86,600円

57,700円

計算式は７、８ページ

・ 〃 県民税

・給与所得に対する住民税

特別徴収分の残額

・共済組合貸付の未償還金

63, 000円

1, 205, 740円

合 計 円

差引支給額

退職手当額－控除額＝22,788,994円－1,486,756円＝ 円

— 10 —

円

円

円

円

円

（（1）～（3）のいずれかに○をつけること）

預金口座の種別

支店名

口座の記号番号

口座の名義人（ﾌﾘｶﾞﾅ）

退職後に引き続き公務員の常勤職員として就職するか否か（（1）,（2）いずれかに○をつけること）

引き続いて公務員の常勤職員として就職する

引き続いて公務員の常勤職員として就職しない

就職先の職名
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第1号様式（第2条第1項第1号）

年 月 日

福島県教育委員会

令和 年 月 日付け退職に係る退職手当の受給に関して次のとおり申し出

ます。
郵便番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

退職手当を受領する住所

電話番号

受領の方法

（1）現金払を希望する。(東邦銀行県庁支店)

（2）隔地払(送金払)を希望する。

（3）口座振替を希望する。（通帳のコピーを添付すること）

ア　口座振替を受ける指定金融機関名 東邦銀行

イ　預金口座の種別

ウ　口座の記号番号

エ　口座の名義人(ﾌﾘｶﾞﾅ)

（1）引き続いて公務員の常勤職員として就職する

　　　就職する官公署名

　　　就職予定年月日

　　　就職先の職名

（2）引き続いて公務員の常勤職員として就職しない

退職する年の1月1日現在の住所
（※住民税が課税されている住所）

公立学校共済組合貸付 福島県教職員互助会貸付

　無 　無
　・ 　・
　有　（　　　　　　　　　　円） 　有　（　　　　　　　　　　円）

注意事項

（一般退職の場合）

同　上

令和

退 職 手 当 の 受 給 申 出 書

退職当時の

職 員 番 号

氏 名
フ リ ガ ナ

福島市立福島小学校

教諭

０１２３４５６

生 年 月 日

所属機関名

退職当時の

職 名

昭和○○年△△月××日

福島　一郎 印
ﾌｸｼﾏ　　　ｲﾁﾛｳ

令和3年4月1日

普通預金

１２３４５６７

フクシマ　イチロウ

○○○教育委員会

福島市
フクシマシ

中央町
チュウオウチョウ

１－１　福島
フクシマ

アパート１０１号
ゴウ

０２４－５２１－１１１１

退職後に引き続き公務員の常勤職員として就職するか否か（　.　いずれかに○をつけること）

確　認 確　認

９６０－１１１１

退職手当から控除する以下の貸付金は、退職手当支給予定年月（令和　　年　　月）に留意すること。

※処理欄

小学校　教諭

福

島

退職年月日

・４月１日以降に通知書を送

付するあて先となりますのでｱ

ﾊﾟｰﾄ名等詳しく記入

・本人名義のもの

・銀行名、支店名、口座番号

を確認のうえ記入
・定期預金口座は不可

・預金通帳のコピーを添付
※期限付職員は、給与支払口
座（Ａ口座～Ｃ口座のうち１
つの口座を選択）を記入

・１の住所と同じ場合には同

上と記入

・１の住所と異なる場合は、

年末調整で申告した住所を記

入

具体的な職名が決まっていな

い場合は、以下の例により記

入

（例）正規職員（行政事務）

任期付職員

臨時的任用職員

再任用職員

会計年度任用職員 等

申出書提出後に公務員（常

勤）として就職が決まった場

合は、福利課に御連絡くださ

い。
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第1号様式（第2条第1項第1号）

年 月 日

福島県教育委員会

令和 年 月 日付け退職に係る退職手当の受給に関して次のとおり申し出

ます。
郵便番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

退職手当を受領する住所

電話番号

受領の方法

（1）現金払を希望する。(東邦銀行県庁支店)

（2）隔地払(送金払)を希望する。

（3）口座振替を希望する。（通帳のコピーを添付すること）

ア　口座振替を受ける指定金融機関名 東邦銀行

イ　預金口座の種別

ウ　口座の記号番号

エ　口座の名義人(ﾌﾘｶﾞﾅ)

（1）引き続いて公務員の常勤職員として就職する

　　　就職する官公署名

　　　就職予定年月日

　　　就職先の職名

（2）引き続いて公務員の常勤職員として就職しない

退職する年の1月1日現在の住所
（※住民税が課税されている住所）

公立学校共済組合貸付 福島県教職員互助会貸付

　無 　無
　・ 　・
　有　（　　　　　　　　　　円） 　有　（　　　　　　　　　　円）

注意事項

（一般退職の場合）

同　上

令和

退 職 手 当 の 受 給 申 出 書

退職当時の

職 員 番 号

氏 名
フ リ ガ ナ

福島市立福島小学校

教諭

０１２３４５６

生 年 月 日

所属機関名

退職当時の

職 名

昭和○○年△△月××日

福島　一郎 印
ﾌｸｼﾏ　　　ｲﾁﾛｳ

令和3年4月1日

普通預金

１２３４５６７

フクシマ　イチロウ

○○○教育委員会

福島市
フクシマシ

中央町
チュウオウチョウ

１－１　福島
フクシマ

アパート１０１号
ゴウ

０２４－５２１－１１１１

退職後に引き続き公務員の常勤職員として就職するか否か（　.　いずれかに○をつけること）

確　認 確　認

９６０－１１１１

退職手当から控除する以下の貸付金は、退職手当支給予定年月（令和　　年　　月）に留意すること。

※処理欄

小学校　教諭

福

島

退職年月日

・４月１日以降に通知書を送

付するあて先となりますのでｱ

ﾊﾟｰﾄ名等詳しく記入

・本人名義のもの

・銀行名、支店名、口座番号

を確認のうえ記入
・定期預金口座は不可

・預金通帳のコピーを添付
※期限付職員は、給与支払口
座（Ａ口座～Ｃ口座のうち１
つの口座を選択）を記入

・１の住所と同じ場合には同

上と記入

・１の住所と異なる場合は、

年末調整で申告した住所を記

入

具体的な職名が決まっていな

い場合は、以下の例により記

入

（例）正規職員（行政事務）

任期付職員

臨時的任用職員

再任用職員

会計年度任用職員 等

申出書提出後に公務員（常

勤）として就職が決まった場

合は、福利課に御連絡くださ

い。

・ ４月１日以降に通知書を
送付するあて先となります
のでｱﾊﾟｰﾄ名等詳しく記入
・ ﾌﾘｶﾞﾅも忘れず記入

・本人名義のもの
・ 銀行名、 支店名、 口座番
号を確認のうえ記入　
・ 定期預金口座は不可
・預金通帳のコピーを添付
※期限付職員は、 給与支払
口座 （Ａ口座～Ｃ口座のうち
１つの口座を選択） を記入

具体的な職名が決まっ
ていない場合は、 以下
の例により記入
（例）正規職員 （行政事務）
　　　任期付職員
　　　臨時的任用職員
　　　再任用職員
　　　会計年度任用職員　等

申出書提出後に公
務員の常勤職員と
して就職が決まっ
た場合は、 直ちに、
福利課に御連絡くだ
さい。（再任用職員、
会計年度任用職員
の場合を除く。）

・ １の住所と同じ場合には
同上と記入
・ １の住所と異なる場合は、
年末調整で申告した住所を
記入

（1） （2）

支店名 県庁支店
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第1号様式（第2条第1項第1号）

年 月 日

福島県教育委員会

令和 年 月 日付け退職に係る退職手当の受給に関して次のとおり申し出

ます。
郵便番号

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

退職手当を受領する住所

電話番号

受領の方法

（1）現金払を希望する。(東邦銀行県庁支店)

（2）隔地払(送金払)を希望する。

（3）口座振替を希望する。（通帳のコピーを添付すること）

ア　口座振替を受ける指定金融機関名 東邦銀行

イ　預金口座の種別

ウ　口座の記号番号

エ　口座の名義人(ﾌﾘｶﾞﾅ)

（1）引き続いて公務員の常勤職員として就職する

　　　就職する官公署名

　　　就職予定年月日

　　　就職先の職名

（2）引き続いて公務員の常勤職員として就職しない

退職する年の1月1日現在の住所
（※住民税が課税されている住所）

公立学校共済組合貸付 福島県教職員互助会貸付

　無 　無
　・ 　・
　有　（　　　　　　　　　　円） 　有　（　　　　　　　　　　円）

注意事項

（一般退職の場合）

同　上

令和

退 職 手 当 の 受 給 申 出 書

退職当時の

職 員 番 号

氏 名
フ リ ガ ナ

福島市立福島小学校

教諭

０１２３４５６

生 年 月 日

所属機関名

退職当時の

職 名

昭和○○年△△月××日

福島　一郎 印
ﾌｸｼﾏ　　　ｲﾁﾛｳ

令和3年4月1日

普通預金

１２３４５６７

フクシマ　イチロウ

○○○教育委員会

福島市
フクシマシ

中央町
チュウオウチョウ

１－１　福島
フクシマ

アパート１０１号
ゴウ

０２４－５２１－１１１１

退職後に引き続き公務員の常勤職員として就職するか否か（　.　いずれかに○をつけること）

確　認 確　認

９６０－１１１１

退職手当から控除する以下の貸付金は、退職手当支給予定年月（令和　　年　　月）に留意すること。

※処理欄

小学校　教諭

福

島

退職年月日

・４月１日以降に通知書を送

付するあて先となりますのでｱ

ﾊﾟｰﾄ名等詳しく記入

・本人名義のもの

・銀行名、支店名、口座番号

を確認のうえ記入
・定期預金口座は不可

・預金通帳のコピーを添付
※期限付職員は、給与支払口
座（Ａ口座～Ｃ口座のうち１
つの口座を選択）を記入

・１の住所と同じ場合には同

上と記入

・１の住所と異なる場合は、

年末調整で申告した住所を記

入

具体的な職名が決まっていな

い場合は、以下の例により記

入

（例）正規職員（行政事務）

任期付職員

臨時的任用職員

再任用職員

会計年度任用職員 等

申出書提出後に公務員（常

勤）として就職が決まった場

合は、福利課に御連絡くださ

い。
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令和 
 
 
 
 
 
 

（　記　載　例　）
3 年 3 月 3 1 日

福島 税務署長

 市町村長 殿

〒 960-8688 〒 960-1111

福島市杉妻町1-1　福島アパート101号

※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。

7 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 9

　このA欄には、すべての人が、記載してください。（あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、

下のB以下の各欄には記載する必要がありません。）

③ 自 S 5 9 年 5 月 1 日 37 年

R 3 年 3 月 31 日 至 R 3 年 3 月 31 日

うち 有 自 年 月 日 年

② 生活 特定役員等勤続期間 無 至 年 月 日

退職の区分等  の　有　・　無 うち 有 自 年 月 日 年

扶助 重複勤続期間 無 至 年 月 日

　あなたが本年中に他にも退職手当等の支払いを受けたことがある場合には、このB欄に記載してください。

⑤ 自 年 月 日 年

至 年 月 日

うち 有 自 年 月 日 年

特定役員等勤続期間 無 至 年 月 日

有 自 　年　　月　　日 年 うち 有 自 年 月 日 年

無 至 　年　　月　　日 重複勤続期間 無 至 年 月 日

　あなたが前年以前４年以内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払いを受ける

場合には、14年内）に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このC欄に記載してください。

⑦ 自 年 月 日 年

至 年 月 日

イ 有 自 年 月 日 年

無 至 年 月 日

　A又はBの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は

一部が通算されている場合には、その通算された勤続期間等について、このD欄に記載してください。

⑧ 自 　年　　月　　日 年 ⑩ 自 年 月 日 年

至 　年　　月　　日 至 年 月 日

うち 有 自 　年　　月　　日 年 ロ うち 有 自 年 月 日 年

特定役員等勤続期間 無 至 　年　　月　　日  特定役員等勤続期間 無 至 年 月 日

⑨ 自 　年　　月　　日 年 ⑪ 自 年 月 日 年

至 　年　　月　　日 至 年 月 日

うち 有 自 　年　　月　　日 年 ハ うち 自 年 月 日 年

特定役員等勤続期間 無 至 　年　　月　　日 イ と ロの通算期間 至 年 月 日

　B又はCの退職手当等がある場合には、このE欄にも記載してください。

1

2

3

障害

支 払 者 の 所 在 地
（ 住 所 ） ・ 名 称 （ 氏 名 ）

収　入　金　額

（円）

退 職 手 当 等 の
支 払 を受 け る こ と
と な っ た 年 月 日

退職

の

区分

特 別 徴 収 税 額

市町村民税 道府県民税

（円）

一般

一般

一般

障害

障害

E

B

C

区
分

一般

特定
役員

（円）

支 払 を

受 け た

年 月 日

源　　  泉

徴収税額

（円）

月 日

日

日

④　本年中に支払を受けた
　他の退職所得等について
　の勤続期間

D

⑥

⑦と⑩の通算期間

C 自 年 月 日

至 年

　前年以前４年内（その年に確定拠出年

金法に基づく 老齢給付金として支給され

る一時金の支払を受ける場合には、14年

以内）の退職手当等についての勤続期

間

　③又は⑤の勤続期間のう ち、⑥の勤続

期間と重複している期間

う ち特定役員等勤続期間と

の重複勤続期間

3

B

①　退職手当等の支払いを

　受けることとなった年月日

 うち特定役員等勤続期間

自

至

年

年

月

月

A

一般

・

障害

③と④の通算勤続期間

　この申告書の提出先から受ける退職手

当等についての勤続期間

退 職 所 得 の 受 給に 関す る申 告書
退 職 所 得 申 告 書

（
規
格
A
４

）

 Aの退職手当等についての勤続期間

（③）に通算された前の退職手当等につ

いての勤続期間

 Bの退職手当等についての勤続期間

（④）に通算された前の退職手当等につ

いての勤続期間

③又は⑤の勤務期間のう ち、⑧又は⑨

の勤務期間だけからなる部分の期間

（注意） 　この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の
源泉徴収税額は、支払を受ける金額の20.42％に相当する金額となります。また、市町村民税及び都道府県民税については、延
滞金を徴収されることがあります。
　Bの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票（特別徴収票）又はその写しをこの申告書に添
付してください。
　支払を受けた退職手当等の金額の計算の基礎となった勤続期間に特定役員等勤続期間が含まれる場合は、その旨並びに特定
役員等勤続期間、年数及び収入金額等を所定の欄に記載してください。

退

職

手

当

の

支

払

者

の

令和

あ

な

た

の

現　住　所

氏　　　名

年分

所　在　地
（住　　所）

個人番号
名　　　称
（氏名）

その年1月1日

現在の住所

法 人 番 号

（個人番号）

　福島県教育委員会教育長

　福島市杉妻町２番１６号
福島　一郎

27.06　改正

福

島

同　　　　上

・

・

・

押印しない

記載しない

・1年未満の端数切り上げ

・休職期間等は除算しない

（専従期間は除算する）

公務員としての勤続期間

が５年以下（講師等）の場

合に記入
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－  15 － 

26 

徴収されます。

なお、常勤講師は、引き続いて教諭等に採用さ

れた場合は、通算されます。

平成 年４月中旬頃、退職手当の受給申出書記

載の口座へ振り込まれる予定です。

（復興特別所得税）

位になるのか。 

— 15 — 

照 会 内 容 回 答 

 
１  退職手当の勤続期間には、非常勤  

講師の期間は含まれないのか。 

 

福島県職員の退職手当に関する条例又は福島県市

町村立学校職員の給与等に関する条例により「常時

勤務に服すことを要する者」と規定されていますの

で、非常勤講師の期間は含まれません。なお、常

勤講師の期間は、引き続いて教諭等に採用され

た場合は、通算されます。

（本文２ページ《例１》参照）

 

２ 令和２年度末に退職するが、その

際の退職手当の受取方法はどうなる

のか。 

 

令和３年４月中旬頃、退職手当の受給申出書に

記載した受領方法によります。（口座振替を希望

した場合は指定した口座に振り込まれます。）

 
３  退職手当は分割して振り込んでも 

らえるのか。 

 

分割して振り込むことはできません。

 
４  退職手当に係る税にはどのような 

ものがあるのか。 

 

退職手当からは、所得税と住民税（市町村民税

及び県民税）が源泉徴収されます。

さらに、給与所得に対する住民税の特別徴収分

の残額が一括して源泉徴収されます。

 
５  退職所得から控除される所得税は  

いくらくらいになるのか。

 

所得税の計算方法は、次のとおりです。

所得税額＝（課税退職所得金額×税率－控除額）

× 102.1％「復興特別所得税を含む」

 課税退職所得金額は次のように求めます。

課税退職所得金額＝（退職手当額－退職所

得控除額）×１／２

退職所得控除額は退職所得控除額表（本文

７ページ表３）から求めます。

 税率および控除額は所得税率・控除額対応表

（本文７ページ表４）から求めます。

退職手当額が退職所得控除額に満たない場

合は、徴収税額はありません。

退職手当関係 Ｑ ＆ Ａ

― 15 ―



－ 16 －

、 

位になるのか。 

共済組合からの貸付金の未弁済金 

があるが、この未弁済金を退職手当

から一括償還する場合、どのような

手続が必要か。 

共済組合から住宅貸付を受けてい 

るが、退職手当から未弁済金が一括

償還された場合、「給与所得者の住

宅借入金等特別控除申告書」（※住

宅貸付額がある場合、年末調整や確

定申告で10年間税額控除ができるも

の）が提出できる期間がまだ残って 

いるが、どうすればよいか。 

退職手当から控除される住民税には、２種類あ 

ります。 

１つは、退職手当に係る住民税（市町村民税及

び県民税）で、税額は、課税退職所得金額に次の

ように各税率を乗じて求めます。 

償還手続きは、すべて福利課で行いますので、 

特段の手続は必要ありません。 

— 16 — 

 

６ 退職手当から控除される住民税は  

いくらくらいになるのか。 

 

退職手当から控除される住民税には、次の２種

類があります。 

一つめは、退職手当に対する住民税（市町村民

税及び県民税）で、税額は、課税退職所得金額に

次のように各税率を乗じて求めます。 

・市町村民税＝課税退職所得金額×６％ 

・県  民  税＝課税退職所得金額×４％ 

※課税退職所得金額は次のように求めます。 

課税退職所得金額＝（退職手当額－退職所得

控除額）×１／２ 

退職所得控除額は退職所得控除額表（本文７ 

ページ表３）から求めます。 

２つめは、給与所得に対する住民税の特別徴収分

の残額です。 

給与所得に係る住民税は、６月から翌年の５月ま

で12回に分けて給与から控除することとされておりま

すが、年度末退職の場合、４月・５月分を給与から

控除することができなくなるため、この分が退職手当

から一括徴収されます。このため、その額は毎月の給

料から天引きされている住民税の２倍（２か月分）くら

いとなります。

 

７ 共済組合からの貸付金について未弁

済金があるが、この未弁済金を退職

手当から一括償還する場合、どのよう

な手続きが必要か。 

 

 
償還手続きは、すべて福利課で行いますので、

特段の手続きは必要ありません。 

 

 

８ 共済組合から住宅貸付を受けている

が、退職手当から未弁済金が一括償

還された場合、「給与所得者の住宅借

入金等特別控除申告書」（※住宅貸付

額がある場合、年末調整や確定申告

で10 ～15 年間の税額控除が受けられ

るもの）が提出できる期間がまだ残っ

ているが、どうすればよいか。 

 

 
住宅貸付の借入残高がなくなるため、申告すること

ができなくなります。詳しくは、最寄りの税務署に確認

してください。 
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－  16 － 
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から一括徴収されます。このため、その額は毎月の給

料から天引きされている住民税の２倍（２か月分）くら

いとなります。 

 

７ 共済組合からの貸付金について未弁

済金があるが、この未弁済金を退職

手当から一括償還する場合、どのよう

な手続きが必要か。 

 

 
償還手続きは、すべて福利課で行いますので、

特段の手続きは必要ありません。 

 

 

８ 共済組合から住宅貸付を受けている

が、退職手当から未弁済金が一括償

還された場合、「給与所得者の住宅借

入金等特別控除申告書」（※住宅貸付

額がある場合、年末調整や確定申告

で10 ～15 年間の税額控除が受けられ

るもの）が提出できる期間がまだ残っ

ているが、どうすればよいか。 

 

 
住宅貸付の借入残高がなくなるため、申告すること

ができなくなります。詳しくは、最寄りの税務署に確認

してください。 

 

 

－ 17 － 

図書カード等のいずれか１品目 

した 

１ 一般財団法人福島県教職員互助会の給付 

(1) 永年勤続リフレッシュ助成

勧奨若しくは定年退職（予定）又はその他の理由（自己都合等）で退職する会員に、次  

の表により希望する品目を交付します。

※品目：旅行券、施設利用券（あづま荘）、図書カードのいずれか１品目 

※ 永年勤続表彰者に対しては、７万円相当の助成品を交付しています。 

(2) 結婚祝金 

現職会員であった方が、退職後１か月以内に結婚されたとき結婚祝金を給付します。 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

［ＭＥＭＯ］給付金の支払 

給付金は特定口座「けやき」に振り込みますので、退職後も１年間くらいは解約しな

いでください。 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

一般財団法人福島県教職員互助会のホームページアドレス 

http://www.fgojokai.com 

２ その他 

一般財団法人福島県退職教職員互助会のホームページアドレス 

http://fukushima-taikyogo.jp 
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照 会 先 住所・電話番号 照 会 内 容 

 

 
(一財)福島県退

職教職員互助会 

 

 

〒960-0112

福島市南矢野目道下35-1 

電話 024-555-0231 

FAX 024-555-0510 
 

 

・医療費給付事業 

・退職後の福利厚生に関する事業 

・教育文化の向上に関する事業 
 

区 分 助 成 額 

 
勤続30年を経過し、 永年勤続表彰を受けずに退職する会員 

 

 

 
７万円相当

 勤続20年以上30年未満で永年勤続表彰を受けずに勧奨又は定年
退職する会員

上記以外の勤続20年以上30年未満で永年勤続表彰を受けずに退
職する会員

 

３万円相当
 

Ⅱ 互助会等の退職時の給付等 
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